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○ 子ども家庭福祉の認定資格の名称については、児童福祉法改正に係る議論を行った社会保障審議会において、

「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）」との用語を用いていたところ。

○ 当該認定資格の名称について、どのような名称とすることが考えられるか。

名称案 こども家庭福祉士 こども家庭福祉ソーシャルワーカー こども家庭相談支援専門員

他の資格の
例

〇社会福祉士
〇介護福祉士
〇精神保健福祉士
〇税理士
〇公認会計士
〇建築士
△手話通訳士（※１）

×臨床心理士（※２）

（※１）厚生労働大臣が手話通訳者の知
識及び技能の審査・証明事業を行う者
を認定した上で、当該事業者（社会福
祉法人聴力障害者情報文化センター）
が資格試験の実施や登録を行っている。

（※２）日本臨床心理士資格認定協会が
資格の認定を行っている。

△スクールソーシャルワーカー（※３）

△医療ソーシャルワーカー（※４）
（※３）文科省法令にて、スクールソーシャルワー
カーは学校における支援に従事する旨規定した上
で、その配置に係る予算上の支援を行っている。
当該スクールソーシャルワーカーについては、一
般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟が
研修や認定を実施している。

（※４）公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー
協会が、認定医療ソーシャルワーカーの認定を実
施。一方、厚生労働省からは、同省開催の検討会
でとりまとめた「医療ソーシャルワーカー業務指
針」の普及に関し、同省から医療ソーシャルワー
カーの団体へ協力を求めている。

△介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）（※５）

（※５）厚生労働省が定める実務
経験を有し、都道府県知事が実
施する研修の課程を修了し、試
験に合格した場合に登録を受け
ることができることとしている。

留意点 ・ 国家資格において用いられてい
る例が多い。

・ 法改正に向けて議論した社会保障審議
会の報告書では、仮称として「子ども
家庭福祉ソーシャルワーカー」とされ
ている。

※〇は業務独占又は名称独占である国家資格、△は国の関与が一定程度ある資格、×は△に該当せず、民間機関において認定等されて
いる資格。


